
 

令和７年１２月２５日 

   

 報 道 機 関 各 位 

 

                          自 然 保 護 課 

（公 印 省 略） 

 

ツキノワグマ出没警報の解除について 
 

このことについて、下記のとおり「ツキノワグマ出没警報」を解除します。なお、引き続き、

県民に対する注意喚起について特段の御配慮をお願いします。 

 

記 

 

１ 警報解除日 

１２月３１日（水） 

（令和７年度警報発表期間）令和７年５月１日（木） ～ 令和７年１２月３１日（水） 

 

２ 解除区域 

県内全域（ツキノワグマ出没警報発表区域） 

 

３ 警報解除の理由及び今後の対応 

１２月に入り、急激に目撃件数が減少したことに加え、１１月９日以来、人身被害が発生

していないことから、警報を解除する。なお、引き続きクマを引き寄せないよう県民への注

意喚起を行うこととする。 

 

４ 注意喚起の内容（クマ被害の防止方法） 

・ 引き続きクマの出没状況に気を配り、出没が確認されていた場所では特に注意する 

・ 早朝や夕方はクマの活動が活発になるため、出合わないための対策を心がける 

・ クマを引き寄せる食べ物や野菜くず等の生ゴミを屋外に放置しない 

・ クマが侵入しないよう、車庫や物置の扉はこまめに閉める 等 
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